
 

 

 

 

 

 
前田まちづくりセンター発行の情報誌です。年４回、地域の活動などをご紹介します。 

今回は、12月から 2月にかけての活動の一部をご紹介します。 

※ 前田まちづくりセンターのホームページからも、前田地区の様々な地域活動の様子をご覧いただけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

● 前田まちのお宝写真コンテスト 2025 表彰式＆パネル展 
ホームページ 

発行者  前田まちづくりセンター 
〒006-0816 手稲区前田 6条 9丁目 2-1  

TEL 683-4422   FAX 684-0297 
vol.62 

さっぽろ市 

02-Q01-25-1374 

R7-2-991 

令和 8年（2026年）3月 

【12月 8日】手稲区役所で、前田ふれあいまちづくり協議会

主催の「前田まちのお宝写真コンテスト 2025 表彰式」が

開催されました。表彰式には、最優秀賞の 

｢美濃 柚妃｣ さんほか、優秀賞、特別賞に 

選ばれた７名の小学生が参加し、山岸会長 

と企画委員会の渡部委員長から、賞状と副 

賞（ていぬグッズ・ていぬ人形と図書カー 

ド）が贈呈され、里区長とていぬも一緒に 

記念撮影を行いました。 
©TEINE WARD SAPPORO 

【12 月 23 日】写真コンテスト入賞作品を使用し

て製作した「手稲区前田カレンダー2026」が完

成し、入賞者のほか、前田中央商店街振興組合や

前田連合町内会、地域の方々に配布しました。 

今回は、北海道科学大学未来デザイン学部の学生

「森 一花」さんにデザインいただきました。 

 昨年同様に大変ご好評いただき、予定部数をすべ

て配布いたしました。 

【1月 9日～１月 15日】

手稲駅歩行者専用道路

｢あいくる｣で、「前田まち

のお宝写真コンテスト

2025 パネル展」を開催

しました。また 10日(土)

には北海道科学大学未来

デザイン学部による映像

展示も行われました。 

写真コンテスト審査会は

11月に開催。北海道科学

大学学生 3名を含む企画

委員9名と外部委員2名

による厳正な審査によ

り、全 105作品から最優

秀賞を含む入賞 20 作品

が決定しました。 

【開催予定】前田まちのお宝写真

コンテスト 2026は、例年どお

り、小学生を対象に、7 月募集

開始で開催する予定です。 

前田連合町内会地域以外の近隣

地区に居住の小学生も応募でき

ますので奮って応募ください。 

（前田地区で撮影のこと） 

○ テ－マ 

前田地区の好きな所、風景、

歴史など地域の魅力を表現 

○ 応募規定 

未発表のオリジナル写真で、 

概ね１年以内に児童が主体的

にかかわって撮影したもの 

(1人 2点まで) 

※ 参考） 

Webページ → 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域で様々なイベントが開催されました 

●  【1月 25日】「稲積記念会館
自治会麻雀大会」が、コロナ
禍での中止を挟んで 6 年ぶ
りに開催され、56 名による
熱戦が繰り広げられました。
表彰式では、参加者全員に豪
華賞品が贈呈されました。 

【2 月 13 日】稲積記念会館で、「前田地区
福祉のまち推進センター研修会」が開催さ
れ、民生委員･児童委員など 40名余が参加
し、「終活」についての講演を聞きました。 

【2 月 20 日】稲積小学校 PTA 主催
の「いなづみ冬あかり」が開催され、
200 人超の児童や保護者、地域の方
が訪れました。前日の暴風･大雪によ
り、ほぼゼロから作り直した雪像やキ
ャンドルでしたが、当日朝から PTA
や地域の方々が力を合わせ、300 基
余のアイスキャンドルがきれいに彩
られました。 

【2月 14日・21日】前田
地区青少年育成委員会が
主催する「冬のあそびば」
が前田しらかば児童会館
といなづみ児童会館で開
催され、幼児や小学生 50
名程が参加し、全 8種類の
ゲームを楽しみました。 

 

 

前田まちづくりセンターからのお知らせ 
 

■ボランティア袋の配布 
雪解けシーズンとなりました。 

道路や公園など、公共の場所は 
『ボランティア袋』をご利用くだ 
さい。【家庭ゴミには利用不可】  

・袋の種類：１０ℓ、４０ℓの２種類 
・配布枚数：１回の申込で、 

個人は 20枚まで、 
町内会等の団体は 200枚まで。 

・配布窓口：区役所､まちづくりセンター､また
は清掃事務所にて配布。 

※ 燃やせるゴミと燃やせないゴミを分別して、
それぞれの収集日に出してください。 

※ 町内会の一斉清掃等は清掃事務所に事前申込
のうえ、(半)透明の袋をご利用ください。 

 

■「架けはし」（前田まちづくりセンターだより）は、紙での発行・配布を年２回へ変更いた 
します。（７月号と 12月号を印刷発行、10月号と３月号をＷｅｂ版のみ発行の予定です。） 

」まちづくりセンターでは諸証明の取次ぎを行っています（｢住民票｣｢印鑑証明｢｣戸籍証明｣のみ） 

（即日発行やマイナンバーカードの手続きはできません。 

■花苗の配布 
今年も、土木センターでは、 

歩道美化事業の一環として、 
街路樹のますに植える花苗を 
配布します。色とりどりの花 
を植えて、街並みを彩ってみ 
ませんか。 

・対象：区内の町内会などの団体 
・申込：手稲区土木センターまたはまちづくり
センターで配布している申込用紙に必要事項
を記入して、4/2(木)～4/22(水)【土曜･日曜
を除く 9時～17時】に土木センター(曙 5-5)
へ持参。（まちづくりセンターにご持参いただ
いても取次ぎいたします。） 

・詳細：土木センター（☎681-4011）まで 
 

令和 8年 
4月 1日から 自転車の違反に反則金

 

※ 自転車の新しい制度の詳細は 「警察庁ホームページ」からご確認ください →  
○ 自転車の交通違反にも 反則金制度 （3,000円～12,000円）が適用されます 

○ 違反行為に対し 青切符 による取締り 【悪質・危険な場合】（基本的には指導警告） 

○ 16歳以上の人が取締り対象 【例；「ながらスマホ」「右側通行」「無灯火」「並進」「二人乗り」など】 

《 車道追抜き時の自動車も「間隔に応じた安全な速度」でない場合、違反点と反則金が課されます 》 


